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ることが重要である。 

 

４）医療保険者の専門職の技術の維持・向上 

 医療保険者に所属する保健師・管理栄養士等の役割は、事業者へのアウト

ソーシングを含めた保健指導プログラムの企画や実施機関間の調整、そして

委託した事業者の保健指導の質を評価することである。これらの業務を行う

ためには、保健指導に関する技術を維持・向上させることが前提となる。こ

のためには、医療保険者の保健師・管理栄養士等が、業務を委託した場合で

あっても、保健指導業務に直接従事できる体制を整備しておくことを考慮す

る必要がある。例えば、対象者に対する保健指導業務の一部（個別面接、指

導計画作成、評価）を医療保険者の保健師、管理栄養士等の業務とすること

や、支援プログラムに乗りにくい「無関心期」の対象者の保健指導を医療保

険者が直接に実施することなどが考えられる。 

 

５）モニター３、苦情処理 

 医療保険者は事業の実施責任者として、委託した業務の実績や支援プログ

ラムの進行状況、保健指導を受けない者に対する対処状況、事業所の保健師・

管理栄養士等のサービス提供者の変更や研修の状況など、適切な保健指導が

行われているのかについて、適宜報告を求めることが必要である。 

 そして、対象者から出される保健指導サービスに対する不満や苦情を受け

止める窓口を設置するとともに、これらの情報に対して、早期に適切に対処

することが求められる。 

 

６）保健指導の価格の設定 

健診後の保健指導業務は、付加的な存在であったことから、現状では価格が

設定されていないことが多いが、今後、保健指導業務をアウトソーシングし

ていく際には、前述した事業者の選定方法を参考に、価格が決まっていくも

のと思われる。しかし、保健指導は、外形的には１対１で面接をしている場

面が主であり、面接による支援は対象者に合わせて行うものであることから、

対象者からはサービスを受けたという受益を感じることが難しい場合もある。

このため、医療保険者、対象者ともに、保健指導の価値がわかりにくく、保

健指導内容の良し悪しの判断は難しいものである。このことは、医療サービ

スも同様である。 

このため、保健指導の質の評価を十分行えない状態で価格競争が始まると、

必要以上に安価な価格となり、保健指導業務全体の質の低下につながること

が懸念される。 

 

 

 
３モニター：現状把握及び対象者の意見、要望、批評等を収集すること。 


